
「長期間相続登記等がされていないことの通知」

を受け取られた皆様へ（お知らせ）

更新日：令和８年１月９日
岡山地方法務局所有者不明土地等対策室

法務局では、長期間にわたって相続登記が行われていない土地について、そ

の登記名義人（所有者）の法定相続人を調査し、その法定相続人の中から１名

を任意で選び、その方に対して、「長期間相続登記等がされていないことの通

知（お知らせ）」をお送りしています。

この通知書を受け取られた皆様には、是非、この機会に相続登記の申請につ

いてご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。

また、過去に相続人の皆様から寄せられた通知書に関する主なご質問とその

回答を、以下にQ＆Ａとして掲載しておりますので、ご覧ください。

なお、法務省ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにおいて、説明動画を配信しており

ますので、併せてご利用ください。

本通知書について何かご不明な点がございましたら、通知書右下に記載して

いる担当者連絡先（法務局）、または、Q6記載の「相続登記手続をご検討く

ださい」記載の【司法書士相続登記相談センター】までお問い合わせくださ

い。

✿法務省のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルはこちらから

✿Ｑ＆Ａ✿

Ｑ１：法務局から「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知

（お知らせ）」という文書が届きました。

これはどういったものですか？

Ａ１：土地の所有者（所有権の登記名義人）がお亡くなりになった場合、その相続

人名義に登記を変更するには、「相続登記」の手続が必要となりますが、当該手

続は、令和６年４月１日に義務化されるまで（→Ｑ３）、任意であったことなど

を理由に、長期間にわたり相続登記の申請がされず、所有者が不明となっている、

いわゆる「所有者不明土地」が生じています。
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そこで、全国の法務局において、法務局が管理する登記簿の情報から長期間に

わたって相続登記の行われていない土地を調査し、その土地の登記名義人の法定

相続人を探索した上で、職権による「長期相続登記等未了土地」である旨の付記

登記をする事業を実施しています。

この通知文書は、当該事業の結果、法定相続人の地位にある任意の１名宛て、

付記登記をした旨をお知らせするとともに（→

Ｑ４）、相続登記の申請が義務化された（→Q3）

ことを踏まえ、必要な登記申請を行っていただ

きたく御理解と御協力をお願いするための文書

となっています。

※なお、法務局が長期相続登記等未了土地解消事

業に関連して、何らかの費用の振込みを依頼した

り、金銭等を要求することはありません。

不動産登記推進PR マスコットキャラクター

ご当地「トウキツネ」（岡山）

Ｑ２：相続登記をしないままだとどういったデメリットが発生しますか？

Ａ２：①相続登記を行わず放置している間に、相続人の１人が亡くなって新たな相

続が発生すると、さらに相続人が増え、権利関係が複雑化していくおそれがあり

ます。その結果、お子さんやお孫さんの世代に負担を先送りにすることになりま

す。

②相続した不動産を売買や贈与等によって処分する場合には、事前に相続登記

をして権利関係を確定しておく必要があるため、いざ不動産を処分しようと思っ

たときに、（相続登記が未了のままだと）手続に時間がかかる場合があります。

③公共事業や災害からの復旧・復興事業を行う際、事業の対象となる土地につ

いて相続登記が行われていないと、事業者が所有者を特定することが困難となり、

多大な時間も要するため、結果として復旧等事業の妨げになるなどの問題が発生

します。

Ｑ３：相続登記の申請は義務ですか？

Ａ３：民法等の一部を改正する法律が令和３年４月２１日に成立し、令和６年４

月１日から、相続登記が義務化されました。

これにより、相続によって不動産を取得した者は、不動産を相続により取得し

たことを「知った日」から３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、令和６年４月１日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないも
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のについては、義務化の対象になりますので、令和９年３月３１日までに相続登

記をしていただく必要があります。

なお、遺産分割の話合いで不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日

から３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

Ｑ４：法定相続人は私の他にもいると思うのですが、どうして私宛てに通

知書が送付されたのですか？

Ａ４：通知書は、相続人に対して相続登記が完了していない土地があることをお知

らせし、相続登記の申請を促すことを目的として送付しています。そのため、法

定相続人に該当する方が複数人いる場合には、調査対象不動産の近くに居住され

ている方や登記名義人（所有者）と親等の近い方、氏が同じ方など、法務局が任

意の１名を選び、通知書を送付することとされています。

したがって、相続人間で既に遺産分割協議がされている場合でも、法務局では

その事実を把握できないため、この取決めにより通知書を発送しておりますので、

御了承願います。

なお、実際に土地を相続した相続人の方を御存じの場合、可能であれば、その

相続人の方に、この通知内容をお伝えいただきますようお願いします。

Ｑ５：通知書に記載されている土地の具体的な場所を把握していないので

すが、どうすれば確認できますか？

A５：土地の場所を確認するためには、法務局において、地図・地図に準ずる図面

（公図）の交付を請求する方法があります。請求方法としては、①窓口請求、②

郵送請求又は③オンラインによる請求があります。

なお、請求する際には、手数料が必要となります。

①窓口請求…お近くの法務局の証明書発行窓口に請求する方法

（手数料：500円）

②郵送請求…法務局の証明書発行窓口に郵送で請求する方法

（手数料：500円 ただし、切手を貼った返信用封筒が必要）

③オンライン請求…申請用総合ソフトを使用し、オンラインで請求する方法

（手数料：郵送受取4７0円、窓口受取４４０円 詳しい請求

方法は、お近くの法務局にお問い合わせください。）

その他、対象土地の管轄法務局（通知書に連絡先として掲載されている法務局）

に備え付けている住宅地図で現地を確認する方法もあります（閲覧のみ、郵送・

オンライン請求は不可）。
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Ｑ６：通知書の「記３」に記載されている「法定相続人情報」とはどのよ

うなものですか？ また、どのようにして入手することができま

すか？

Ａ６：「法定相続人情報」とは、法務局が登記名義人の戸・除籍謄本等を収集して

法定相続人を探索した結果、その探索時点で生存が確認された相続人の方々を一

覧図で表示したものです（「相続登記手続をご検討ください」の別紙図②参照）。

「法定相続人情報」は、全国全ての法務局（支局・出張所を含む。）の窓口で、

「長期相続登記等未了土地解消事業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提

供依頼書（様式同封）」を提出していただくことにより、無料で入手可能です。

ただし、依頼書を提出できるのは、「法定相続人情報」に記載されている法定相

続人の方に限られるため、法定相続人ご本人であることが確認できる本人確認書

類（運転免許証やマイナンバーカードなど）の提示が必要になります。また、通

知書も併せて窓口にご持参ください。

✿相続登記申請方法・手続については、お近くの法務局又は司法書士・

司法書士会等に、まずはお電話でお問い合わせください（別添「相続登

記手続をご検討ください」参照）。

岡山地方法務局・本局 …TEL：０８６－２２４－５６５８

〃 備前支局 …TEL：０８６９－６４－２７７０

〃 倉敷支局 …TEL：０８６－４２２－１２６０

〃 笠岡支局 …TEL：０８６５－６２－５２９５

〃 高梁支局 …TEL：０８６６－２２－２３１８

〃 津山支局 …TEL：０８６８－２２－９１５５

司法書士相続登記相談センター TEL：０１２０－１３－７８３２

不動産登記推進PR マスコットキャラクター

ご当地「トウキツネ」（岡山）

４

相続登記や遺産分割協議のさらに詳しい

解説についてはこちら！
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図②

※法定相続人情報の提供の依頼をされる場合には、別添の法定相続人情報を
出力した書面の提供依頼書（記載例）をご活用願います。
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